
地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入）
　　　地方消費税交付金（社会保障財源化分）　　128,600千円

（歳出）
　　　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費　　1,311,138千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）　

国県支出金 その他

　児童福祉事業 389,237 171,862 13,067 204,308 32,027

　障害者福祉事業 216,919 169,094 2,294 45,531 7,137

　その他 93,466 1,597 0 91,869 14,401

小　計 699,622 342,553 15,361 341,708 53,565

介護特会繰出事業 165,618 6,466 2 159,150 24,948

国保特会繰出事業 98,062 48,949 610 48,503 7,603

社会保険その他 129,413 19,258 9,478 100,677 15,782

小　計 393,093 74,673 10,090 308,330 48,333

福祉医療事業 86,037 41,069 0 44,968 7,049

医療対策事業 52,837 70 0 52,767 8,271

保健衛生その他 79,549 5,582 1,360 72,607 11,382

小　計 218,423 46,721 1,360 170,342 26,702

1,311,138 463,947 26,811 820,380 128,600

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）　は、各事業に要する一般財源の比率に応じ案分して充当しています。
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